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県内市におけるペットボトルの分別状況  

 

自治体名

中身や自己判断で

分別するか

する:○､しない:×

分別方法

(中身で分けるか、自己判断で分けるか)
収集回数

キャップ

の分別

ラベル

の分別

さいたま市 ○ 中身で分ける(油の容器は可燃ごみ) 週1回 ペットボトル 食品包装プラスチック

川越市 × 月2回

熊谷市 × 月1回

川口市 ○ 自己判断(汚れの落ちない物は一般ごみ) 月2回

秩父市 ○ 自己判断(油脂の多いものは可燃ごみ) 月3回

所沢市 ○ 自己判断(工作などで汚れた物は破砕ごみ) 月2回

飯能市 × 月2回

加須市 × 月2回

本庄市 ○ 自己判断(汚れのひどい物は可燃ごみ) 月1回

東松山市 × 月3回

春日部市 × 月2回

狭山市 ○ 自己判断(汚れの落ちない物は可燃ごみ) 月1回

羽生市 × 月2回

鴻巣市 × 月2回

深谷市 × 週1回

上尾市 ○ 自己判断(水洗いできない物は可燃ごみ) 月2回 ペットボトル 可燃ごみ

草加市 × 月2回

越谷市 ○ 自己判断(色付きボトルは可燃ごみ) 隔週

蕨市 × 週1回

戸田市 × 週1回

入間市 × 月2回

朝霞市 × 週1回

志木市 ○ 自己判断(油汚れのある物は資源プラ) 週1回

和光市 × 週1回

新座市 × 週1回

桶川市 × 週1回

久喜市 × 週1回

北本市 × 月2回

八潮市 × 月2回

富士見市 × 週1回

三郷市 ○ 自己判断(汚れている物は可燃ごみ) 月2回 ペットボトル 可燃ごみ

蓮田市 ○ 中身で分ける(油類は可燃ごみ) 月2回 ペットボトル 可燃ごみ

坂戸市 × 隔週

幸手市 × 月2回

鶴ヶ島市 × 月2回

日高市 × 月2回

吉川市 ○ 自己判断(ひどく汚れた物は可燃ごみ) 月2回

ふじみ野市 × 隔週

白岡市 ○ 中身で分ける(油類は可燃ごみ) 月2回 ペットボトル 可燃ごみ

その他容器包装プラスチック

可燃ごみ

可燃ごみ

容器包装プラスチック類

容器包装(資源)類

可燃ごみ

資源プラスチック

資源プラスチック

その他プラ

資源プラスチック

プラスチック

資源プラスチック

プラスチック

資源プラスチック類

可燃ごみ

プラスチック製容器包装

プラスチック製容器包装

プラスチック・ビニール類

プラスチック資源

プラスチック製容器包装

その他プラ

可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ

破砕ごみ

プラスチック類

プラスチック類・ゴム製品

可燃ごみ

プラスチック

可燃ごみ

廃プラ

不燃ごみ

プラスチック製容器包装
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